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令和 ５ 年 ５ 月 ８ 日

第 １３６０５ 号（月曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

公　　　　　　　　告

特定調達契約に係る入札公告
　次のとおり地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定す
る特定調達契約に係る一般競争入札を実施する。
　　令和５年５月８日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　調達内容
　⑴　購入件名及び数量
　　　灯油　131,000リットル
　⑵　調達件名の特質等
　　　ＪＩＳ１号
　⑶　納入期間
　　　令和５年７月１日から同年９月30日まで
　⑷　納入場所
　　　石川県立こころの病院
　⑸　今後調達が予定される件名、数量及び入札公告予定時期
　　　灯油　124,000リットル（令和５年10月１日から同年12月31日まで）令和５年７月頃
　⑹　入札方法
　　 　入札金額は、⑴の物件の１リットル当たりの単価額を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に
記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110
分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

２　競争入札参加者資格
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　令和５年度に石川県において締結が見込まれる物品等の特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資
格等（令和５年石川県告示第140号）に基づき、競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

　　 　なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、５⑺に掲げる場所において随時申請を受け付けてい
る。

　⑶　指名停止の措置を受けている者でないこと。
　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　　　公　　　告
○特定調達契約に係る入札公告 （医療対策課）　１
○大規模小売店舗の新設の届出の公告 （経営支援課）　３

○土地改良区の役員退任公告 （農業基盤課）　４
○土地改良区の役員就任公告 （　　同　　）　５
○公共測量終了公告 （監　理　課）　６
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　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　入札者に要求される義務
　 　入札者は、当該物品を指定した日時及び場所に納入できることを証明する書類等入札説明書に示す関係書類を令
和５年６月５日（月）までに４⑴の提出場所に提出しなければならない。
　　なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
４　入札書の提出場所等
　⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
　　　〒929－1293　かほく市内高松ヤ36　
　　　石川県立こころの病院事務局総務課経理係　電話番号　076－281－1125
　⑵　入札説明書の交付方法
　　　⑴の交付場所において交付
　⑶　入札書の受領期限
　　 　令和５年６月26日（月）午後１時30分（郵送の場合は、簡易書留とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の
提出場所とする。）

　⑷　開札の日時及び場所
　　　令和５年６月26日（月）午後１時30分　石川県立こころの病院管理棟２階第３会議室
５　その他
　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　入札保証金及び契約保証金
　　　免除
　⑶　入札の無効
　　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった
者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書による入札は、無効とする。

　⑷　契約書作成の要否
　　　要
　⑸　落札者の決定方法
　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最
低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

　⑹　手続における交渉の有無
　　　無
　⑺　競争入札参加者資格の申請書の配布場所及び提出場所
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県総務部管財課用度グループ　電話番号　076－225－1262
　⑻　その他
　　　詳細は、入札説明書による。
６　Summary

　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased

　　　Kerosene （Paraffin） Oil 131,000ℓ

　⑵　Delivery period 

　　　From 1 July 2023 through 30 September 2023

　⑶　Delivery place
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　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　入札者に要求される義務
　 　入札者は、当該物品を指定した日時及び場所に納入できることを証明する書類等入札説明書に示す関係書類を令
和５年６月５日（月）までに４⑴の提出場所に提出しなければならない。
　　なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
４　入札書の提出場所等
　⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
　　　〒929－1293　かほく市内高松ヤ36　
　　　石川県立こころの病院事務局総務課経理係　電話番号　076－281－1125
　⑵　入札説明書の交付方法
　　　⑴の交付場所において交付
　⑶　入札書の受領期限
　　 　令和５年６月26日（月）午後１時30分（郵送の場合は、簡易書留とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の
提出場所とする。）

　⑷　開札の日時及び場所
　　　令和５年６月26日（月）午後１時30分　石川県立こころの病院管理棟２階第３会議室
５　その他
　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　入札保証金及び契約保証金
　　　免除
　⑶　入札の無効
　　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった
者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書による入札は、無効とする。

　⑷　契約書作成の要否
　　　要
　⑸　落札者の決定方法
　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最
低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

　⑹　手続における交渉の有無
　　　無
　⑺　競争入札参加者資格の申請書の配布場所及び提出場所
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県総務部管財課用度グループ　電話番号　076－225－1262
　⑻　その他
　　　詳細は、入札説明書による。
６　Summary

　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased

　　　Kerosene （Paraffin） Oil 131,000ℓ

　⑵　Delivery period 

　　　From 1 July 2023 through 30 September 2023

　⑶　Delivery place
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　　　Ishikawa Prefectural Hospital of Mental Health

　⑷　Time limit of tender

　　　1:30 p.m.26 June 2023

　⑸　Contact point for the notice

　　　Fiscal Division Ishikawa Prefectural Hospital of Mental Health

　　　36 ya Uchitakamatsu Kahoku 929−1293 Japan TEL 076−281−1125

大規模小売店舗の新設の届出の公告
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の規定により、次のとおり大規
模小売店舗を新設する旨の届出があった。
　なお、法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた
め配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、県に対し、意見書の提出により意見を
述べることができる。
　　令和５年５月８日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ドラッグコスモス小松有明店
　　小松市有明町39番　ほか２筆
２ 　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法
人にあっては代表者の氏名
　⑴　大規模小売店舗を設置する者
　　　株式会社コスモス薬品　代表取締役　横山　英昭
　　　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号　第一福岡ビルＳ館４階
　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者
　　　株式会社コスモス薬品　代表取締役　横山　英昭
　　　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号　第一福岡ビルＳ館４階
３　大規模小売店舗の新設をする日
　　令和５年12月19日
４　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　1,220平方メートル
５　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
　⑴　駐車場の位置及び収容台数
　　　位置　縦覧による。
　　　収容台数　43台
　⑵　駐輪場の位置及び収容台数
　　　位置　縦覧による。
　　　収容台数　15台
　⑶　荷さばき施設の位置及び面積
　　　位置　縦覧による。
　　　面積　36平方メートル
　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量
　　　位置　縦覧による。
　　　容量　11.1立方メートル
６　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
　　　午前９時から午後９時45分まで
　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　　午前８時30分から午後10時まで
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　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置
　　　出入口の数　２箇所
　　　位置　縦覧による。
　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　午前６時から午後10時まで
７　届出年月日
　　令和５年４月18日
８　届出等の縦覧場所
　　石川県商工労働部経営支援課、石川県行政情報サービスセンター及び小松市経済環境部商工労働課
９　届出等の縦覧期間
　　令和５年５月８日から同年９月８日まで
10　意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先
　　令和５年９月８日
　　金沢市鞍月１丁目１番地
　　石川県商工労働部経営支援課

土地改良区の役員退任公告
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が退任した旨の届
出があった。
　　令和５年５月８日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　田鶴浜町土地改良区

職　名 氏　　　名 住　　　　　　　　所 退任年月日
理　事 圓 　 山 　 賢 　 一 七尾市田鶴浜町ト部58番地 令和５年３月31日
〃 山 　 田 　 貞 　 男 七尾市新屋町チ部33番地 〃
〃 渡  辺  和  太  次 七尾市川尻町ホ部157番の１地 〃
〃 一 　 花 　 　 　 武 七尾市舟尾町チ部17番地 〃
〃 赤 　 坂 　 正 　 則 七尾市田鶴浜町り部50番地の１ 〃
〃 辻 　 　 　 茂 　 典 七尾市高田町ツ部45番地１ 〃
〃 杉 　 藤 　 幸 　 雄 七尾市杉森町ワ部８番地 〃
監　事 石 　 川 　 邦 　 雄 七尾市舟尾町チ部18番地 〃
〃 三 　 井 　 清 　 一 七尾市田鶴浜町ハ部81番地 〃
〃 岩 　 城 　 敏 　 明 七尾市高田町子部13番地 〃

　宝達志水町土地改良区

職　名 氏　　　名 住　　　　　　　　所 退任年月日
理　事 藏 　 谷 　 宗 　 利 羽咋郡宝達志水町北川尻レ67番地16 令和５年３月31日
〃 太 　 田 　 永 　 作 羽咋郡宝達志水町免田イ50番地 〃
〃 高 　 崎 　 　 　 崇 羽咋郡宝達志水町冬野ト81番地 〃
〃 勝 　 二 　 康 　 邦 羽咋郡宝達志水町紺屋町ホ47番地 〃
〃 平 　 畠 　 雅 　 雄 羽咋郡宝達志水町河原ハの183番１地 〃
〃 山 　 岸 　 恒 　 彦 羽咋郡宝達志水町上田出ノ40番地 〃
〃 河 　 村 　 　 　 勝 羽咋郡宝達志水町上田カ199番地 〃
〃 村 　 井 　 明 　 生 羽咋郡宝達志水町御舘カ165番地 〃
〃 松 　 原 　 哲 　 夫 羽咋郡宝達志水町宿ト365番地 〃
〃 藤 　 島 　 三 　 雄 羽咋郡宝達志水町南吉田ぬ34番地１ 〃
〃 松 　 田 　 雄 　 二 羽咋郡宝達志水町麦生ニの182番地 〃
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　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置
　　　出入口の数　２箇所
　　　位置　縦覧による。
　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　午前６時から午後10時まで
７　届出年月日
　　令和５年４月18日
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　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が退任した旨の届
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　　令和５年５月８日
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　田鶴浜町土地改良区

職　名 氏　　　名 住　　　　　　　　所 退任年月日
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職　名 氏　　　名 住　　　　　　　　所 退任年月日
理　事 藏 　 谷 　 宗 　 利 羽咋郡宝達志水町北川尻レ67番地16 令和５年３月31日
〃 太 　 田 　 永 　 作 羽咋郡宝達志水町免田イ50番地 〃
〃 高 　 崎 　 　 　 崇 羽咋郡宝達志水町冬野ト81番地 〃
〃 勝 　 二 　 康 　 邦 羽咋郡宝達志水町紺屋町ホ47番地 〃
〃 平 　 畠 　 雅 　 雄 羽咋郡宝達志水町河原ハの183番１地 〃
〃 山 　 岸 　 恒 　 彦 羽咋郡宝達志水町上田出ノ40番地 〃
〃 河 　 村 　 　 　 勝 羽咋郡宝達志水町上田カ199番地 〃
〃 村 　 井 　 明 　 生 羽咋郡宝達志水町御舘カ165番地 〃
〃 松 　 原 　 哲 　 夫 羽咋郡宝達志水町宿ト365番地 〃
〃 藤 　 島 　 三 　 雄 羽咋郡宝達志水町南吉田ぬ34番地１ 〃
〃 松 　 田 　 雄 　 二 羽咋郡宝達志水町麦生ニの182番地 〃
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〃 藤 　 本 　 明 　 彦 羽咋郡宝達志水町小川ハ172番地１ 〃
〃 南 　 　 　 敏 　 昭 羽咋郡宝達志水町今浜タ39番地 〃
〃 桂 　 　 　 吉 　 一 羽咋郡宝達志水町所司原ト39番地 〃
〃 北 山 順 次 羽咋郡宝達志水町石坂ニの118番地 〃
〃 田 　 村 　 路 　 夫 羽咋郡宝達志水町敷波リ200番地２ 〃
監　事 岡 　 山 　 耕 　 二 羽咋郡宝達志水町東野イ68番地 〃
〃 山 　 本 　 豊 　 明 羽咋郡宝達志水町宝達ロ35番地 〃
〃 中 　 村 　 兼 　 司 羽咋郡宝達志水町吉野屋ワ９番地 〃

　河原市用水土地改良区

職　名 氏　　　名 住　　　　　　　　所 退任年月日
理　事 中 　 松 　 芳 　 栄 金沢市岸川町リ70－２ 令和５年３月５日

土地改良区の役員就任公告
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が就任した旨の届
出があった。
　　令和５年５月８日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　田鶴浜町土地改良区

職　名 氏　　　名 住　　　　　　　　所 就任任年月日
理　事 圓 　 山 　 賢 　 一 七尾市田鶴浜町ト部58番地 令和５年４月１日
〃 山 　 田 　 貞 　 男 七尾市新屋町チ部33番地 〃
〃 渡  辺  和  太  次 七尾市川尻町ホ部157番の１地 〃
〃 一 　 花 　 　 　 武 七尾市舟尾町チ部17番地 〃
〃 赤 　 坂 　 正 　 則 七尾市田鶴浜町り部50番地の１ 〃
〃 辻 　 　 　 茂 　 典 七尾市高田町ツ部45番地１ 〃
〃 杉 　 藤 　 幸 　 雄 七尾市杉森町ワ部８番地 〃
監　事 三 　 井 　 清 　 一 七尾市田鶴浜町ハ部81番地 〃
〃 岩 　 城 　 敏 　 明 七尾市高田町子部13番地 〃
〃 松 　 木 　 博 　 光 七尾市舟尾町ら部87番地 〃
〃 岡 　 馬 　 芳 　 彦 七尾市田鶴浜町ぬ部38番地３ 〃

　宝達志水町土地改良区

職　名 氏　　　名 住　　　　　　　　所 就任任年月日
理　事 中 　 村 　 義 　 德 羽咋郡宝達志水町北川尻ラ１番地７ 令和５年４月１日
〃 太 　 田 　 永 　 作 羽咋郡宝達志水町免田イ50番地 〃
〃 中 　 川 　 　 　 勉 羽咋郡宝達志水町坪山ヨ６番地 〃
〃 金 　 田 　 一 　 義 羽咋郡宝達志水町正友ト72番１地 〃
〃 平 　 畠 　 雅 　 雄 羽咋郡宝達志水町河原ハの183番１地 〃
〃 林 　 　 　 俊 　 幸 羽咋郡宝達志水町上田出ト189の１番地 〃
〃 田 　 辺 　 宏 　 一 羽咋郡宝達志水町上田ワ70番地 〃
〃 中 　 村 　 栄 　 一 羽咋郡宝達志水町御舘ヨ14番地の１ 〃
〃 宮 　 下 　 　 　 洋 羽咋郡宝達志水町宿385番地 〃
〃 荒 　 井 　 廣 　 保 羽咋郡宝達志水町南吉田ト89番地 〃
〃 松 　 田 　 雄 　 二 羽咋郡宝達志水町麦生ニの182番地 〃
〃 藤 　 本 　 明 　 彦 羽咋郡宝達志水町小川ハ172番地１ 〃
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〃 木 　 下 　 武 　 修 羽咋郡宝達志水町今浜ヨ26番地 〃
〃 桂 　 　 　 吉 　 一 羽咋郡宝達志水町所司原ト39番地 〃
〃 山 　 田 　 久 　 延 羽咋郡宝達志水町向瀬クの４番地 〃
〃 髙 　 野 　 繁 　 雄 羽咋郡宝達志水町荻島ロ92番地１ 〃
監　事 柴 　 田 　 　 　 捷 羽咋郡宝達志水町新宮18番地 〃
〃 山 　 本 　 豊 　 明 羽咋郡宝達志水町宝達ロ35番地 〃
〃 村 　 井 　 仁 　 志 羽咋郡宝達志水町東野耕65番地 〃

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方整
備局金沢河川国道事務所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年５月８日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（航 空 レ ー ザ 計 測）

令和４年11月16日から
令和５年３月15日まで

手取川ダム（白山市の一部）


